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は じ め に

戦後日本資本主義は，高度菩fi'lを通じて重化学工業を中心とする再生産構造をつくりあげて

まいりましたが，鉄鋼業は，この重化学工業のなかで基軸的位置を占めると思われます。 この

重化学工業において，資本が労働者に対して完壁とも言うべき支配をうち立ててきたのは周知

のところでありま して，それは例えば労働運動に対する徹底的な抑制とい うところに表われて

いる と思います。この報告では，戦後重化学工業における資本の労働者支配の問題に接近する

ために，基軸をなす鉄鋼業，とりわけ巨大独占企業をとりま して， 基礎的な生産現場における

労働力統轄，それも主と して本工に対する統轄というところに焦点をしぼって，その態様を見

てゆきたいと思っています。私は，労働問題については全くの素人で，戦後日本資本主義の研

究の一環としてこの分野の勉強を最近始めたばかりですが，分科会幹事の方の強いお勧めに従． いまして，あえて試論的など報告をさせていただいて，専門家の諸先生のご批判を仰ぎたいと

考えた次第で‘す。

戦後日本資本主義と鉄鋼業

(1）戦後日本資本主義の構造的特質
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議論の前提としまして， 最初に戦後日本資本主義の構造的特質について，考えておりますこ

とを要約的に述べておきたいと思います。

ご承知のことですけれども，戦前の日本資本主義は軍事的・ 主1土封建的という特質を持ち，繊

維工業を中核とする構成をとっていました。重化学工業は軍需に多くを依存して，天皇制国家

による上からの育成と，軽工業品輸出を見返りとする原料 ・機械輸入に支えられていたという

ことが言えると思います。日中戦争から太平洋戦争にかけて，重化学工業が異常に肥大させら

れますけれども，それはもっぱら軍需のためで，戦後重化学工業へのひとつの礎石が据えられ

たということは言えると思いますが，重化学工業を基軸とした再生産構造の再編というものは

遂に達成できなかった。 ｜ 
敗戦によってこの｜日い日本資本主義は崩壊いたします。 そして， 敗戦後の民主革命と反革命 ． 

という一時期を経たあとで， 日本資本主義の戦後の再構成が強行されてゆく。ここに築き上げ

られた戦後日本資本主義というもの，これを私は対米従属と三層の格差構造，三層とは，頂点

に新鋭重化学工業，巨大企業，その下に軽工業，規模で言うならば中小零細企業，底辺に零細

土地所有と零細農民経営という形の三層の格差構造があって，これが基本特質をなしていると

言えるのではなL、かと考えています。そこで，日本資本主義の戦前から戦後への推移を軍事的

半封建的，そして繊維工業を中心とする構造をもち，かかる姿で帝国主義的列強対立の一重要素

をなしていたものから，全く異質な構造への転換として，すなわち，アメ リカへの強い従属と

内部的な激しい格差を特徴と し， 重化学工業を中核とする構造への転換として把握したいと思

っています。そして，この構造転換を媒介したものは，ひとつは戦後民主革命とその挫折であ

り，もうひとつは新鋭重化学工業の構築であるというふうに思います。

第ーの点ですけわども， in~後の民主苧命，それは日本資本主義の旧構成の解体を確定しまF

が，他方これに対する弾圧，反革命というものが低賃金基盤を強制し，戦後資本蓄積の原点を

設定して行く こ と 山 と 思 し ま …動酌敗戦後の職弾圧は周知のと こ 仇 り ま 倒
すけれども，ここでは農地改革についてひと言ふれておきたL、と思います。農地改革は，根底

においては地主に対する農民の闘争によって規定されながら，直接的には労農分離を狙いとし

た上からの自作農創設維持政策と して遂行されます。その結果地主命ljは解体されますが，これ

に続くべき農業生産構造の変革，すなわち農民の自覚的結集にもとづく集団的大規模耕作への

展望は断ち切られて行って， 農民は零細な土地所有と零細農業経営に封じ込められてしまいま

す。ここに労働運動の弾圧とあいまって， 零細農民経営にもとづく低賃金労働力という戦前来

の搾取基盤が再生産されてゆくことになろうかと思います。そしてそれに依拠して在来の軽工

業，中小零細企業も再生産されることになります。

第二に，新鋭重化学工業の構築でありますけれども，日本が戦後資本主義として生きのび世

一 2-



界市場に伍して行くためには，もはや戦前来の軽工業中心ではだめで， 重化学工業を基軸とし

た再生産構造を築いて行かなければならなかったと思います。しかし，今言いましたような戦

前来の低い生産基盤の上では， つま り零細農民経営，低賃金労働，在来軽工業，中小零細企業

といったよ うな低位な基盤の上では，内生的に，下から高度な重化学工業を盛り立てて行くと

いう力は極めて弱体であった。そこで，この高度な重化学工業の構築を実現させたのはすぐれ

てアメリカ帝国主義の力でありまして，アメリカが日本を極東における反共の拠点として， 国

際競争力を持ちうる高度な重化学工業を構築するとし、う方向をうち出しまして，日本政府をし

てそのための政策をとらせますし，資金，技術，原燃料，市場とあらゆる支援を行ってきまし

た。こうして，在来の低位な生産基盤とは隔絶した巨大な新鋭重化学工業がっくり出されてま． いります。それによって激しい格差構造，これは生産性格差あるいは賃金格差ということに表

わされますが，そういった格差構造が形成されてくると思います。したがし、まして，戦後の格

差構造は，今言いました従属あるいは軍事の要因が再生産構造の内部に凝集した姿であると掴

むべきであると思っています。

ところで，戦後の画期の問題ですが， 日本の反共基地化と重化学工業化の方針とい うものは，

すでに占領政策転換の噴に，ロイヤル声明であるとかストライク報告であるとかし、った形で、う

ち出されてきますけれども，朝鮮特需を契機とする生産上昇に際しては，まず敗戦後の飢餓的

生活水準から発する旺盛な消費需要がl噴出してきまして，これを受けて軽工業と農業の生産の

上昇がさしあたり中心になってきます。そこで，1950年から55年という時期は，こうして理論

的に言うならば第1部門，つまり軽工業，それに農業が中心となった再生産が行われて行きま

す。これが再編の第1階梯となります。ここで先程言いました戦前来の古い生産基盤が再現す

る。農業もそれなりに伸びてきますし，軽工業，中小企業も伸びてきます。そのあとで， 55年

以降60年， 61年にかけて鉄鋼業を中軸とする高度な重化学工業の構築が強行されて行きます0． 第 l部門の内部循環が全再生産を主導する，いわゆる投資が投資を呼ぶと言われるあの時期で

す。これが再編第2階梯をなします。ここで戦後的な格差構造が形成されて行くと思います。

1962年と65年の不況がそのあとに来ますが，これは戦後的な構造の矛盾が早くも露呈してくる

ということで，この中で底辺の解体が進んでまいります。これが農業危機あるいは中小企業の

危機ということになり まして， 農業基本法や中小企業基本法がうち出され， 農業構造改善や中

小企業再編が図られます。他方， 重化学工業製品の輸出が急増し，不況克服のための財政の役

割も大きくなってまいります。こうした矛盾が露呈してくるもとで，しかし重化学工業の体系

的創出はなお継続させられまして， 2つの大きな系列，つまりひとつは鉄綱業に始まって機械

とか自動車に至る系列，もうひとつは石油精製に始まって石油化学に至る系列，この 2つの系

列の基本がおよそ1965年ごろには形成されてくる。 したがって， 1960年から65年ごろまでで戦
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後重化学工業段階への到達というふうに見たいと考えています。 65年以降ペトナム戦争が激し

くなりまして，これに伴なうドルの大量撒布に助けられ，圏内では赤字国債に助けられる。そ

の下で重化学工業は今一度躍進を遂げます。そのあと71年 IM F体制が崩壊し， 73年石油危機，

これを契機として構造的危機の本格的展開にはいりこんで行くことになると思います。

戦後の 日本資本主義について，戦前との関係を断絶と見るか連続と見るかとし、う論争があ り

ます。私は，戦前と戦後は再生産構造としては異質である と考えますし， 基本的には断絶説の

側に立ちますが，しかしこの関係は単純にあれかこれか，断絶か連続かとい うことでは割り切

れないように思います。今言いましたように， 戦後日本資本主義は， 戦前来の零細農民経営，

低賃金労働，中小零細企業といった基盤，この基盤自体たとえば農地改革によって大きな変容

を受けてい山ですけれども しか

基盤の上で、これとの格差を激成し，またそれを利用しながら新しい巨大な重化学工業が構築さ

れたとい う構造をもっている と思います。ここには新しいものと古いものとの併存，相互の依

存と対抗，矛盾があると思います。こういった点が，実は労働力統轄を見て行く場合にも基礎

的な視角をなすのではないかと考えます。

(2) 戦後鉄鋼業の生産構造

そこで戦後鉄綱業の生産構造のことですが，鉄綱業は言うまでもなく機械，構造物な らびに

兵務の基礎素材の生産部門として重化学工業のなかで格要の位置を占めております。日本資本

主義の戦前戦後の構造的特質は，それぞれの時期の鉄綱業の生産構造に規定的な刻印をおして

いると言ってよいと思われます。

まず戦前についてでありますが，第1に，戦前は軽工業段階を遂に脱却で、きなかったわけで，

そういった戦前の一般的な生産低位に規定されて鉄綱業の生産レベルは非常に低かった。{71]え

ば1929年に，粗綱生産高は日本は 229万ト ンであります。これは同じ年のアメリ カの1/25, ド

イツの1九イギリスの山3といった低いレベルでありま した。 2番目にこの低い鉄綱業にお ． 
ける官営八幡の圧倒的な優位性ということであります。 1929年に，八幡は内地の銑鉄生産高の

72%，粗鋼の58%，鋼材の46%を占めています。このことは裏を返せば民間鉄鋼業の弱体さを

示すものです。 3番目に銑鋼アンバランスという 点です。粗鋼生産高の銑鉄生産高に対する比

率は， 1926年で見ますと，アメリカ1.2, ドイツ1.3，イギリス1.5に対して日本は1.9である。

これは，日本において銑鉄生産の基盤が非常に脆弱なところへもってきて，粗鋼と鋼材の方は

軍需依存中心に披行的に増加させられたというところから生じたものであります。この時期，

日本鉄鋼業において一貫製鉄所は微弱な釜石を除くと八幡ただ一つである。民間鉄鋼業は，弱

体な 2～ 3の単独製銑企業を除きますと，その主体は輸入屑と輸入銑に依存する平炉メーカー

であって，これに単純圧延メーカーが附随するという構成をとっておりました。こうした構成
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が銑鋼アンバランスに集約的に表現されたわけです。 4番目に原料基盤の脱弱性であります。

戦前，鉄鋼業は鉄鉱石を中国，東南アジアの植民地，半植民地に依存した。また鉄屑は主と し

てアメリカに依存した。 また銑鉄をインド，満州、Ifこ依存した。この原料依存体制は，植民地・

半植民地における民族独立の気運と帝国主義国閣の対立によって脅かされるわけで，これが戦

前戦時の日本の鉄鋼業を最終的に制約することは周知のところであります。

戦後に限を移しますと，戦後の鉄鋼業は日本資本主義再建の基軸として傾斜生産方式以来国

の政策の重点に据えられてきまして，1951年以降 3次にわたる合理化計画を通じて基幹産業と

して， また輸出産業として育成されてまいります。 日本政府の全面的な保護は勿論ですし，ア

メリカからの大きな支援を受けて戦前とは全く様相を異にした生産構造を築き上げて来ます。． その一つは生産レベルの高さでありますが，戦時中の粗鋼生産高のピーグが山3年 860万ト

ンであります。戦後は1955年にこれを抜きまして， 61年に2800万 トンでイギリスを抜き， 64年

に4000万ト ンで西ドイツを抜きます。 1973年がピーグになりますが， 1億2000万トンでアメ リ

カの87%に達します。これは戦時中のピー クの14倍で，これはまさに段階的な差異である こと

を物語っております。 2番目に，戦後鉄鋼業の基幹をなすものは， 言うまでもなく大手一貫メ

ーカー 6社ないし 5社であり まして， わが国の粗鋼生産の80% (75年〉を占めております。そ

の一貫製鉄所は現在太平洋ベルト地帯に沿って18ヵ所あります。すべて臨海製鉄所です。 この

うち戦前戦中から一貫製鉄所であったものは 7ヵ所，戦後一貫化されたものあるいは新しく建

設されたものが11ヵ所であります。その中で，以下に述べます戦後的な技術体系によって全く

新しく建設された製鉄所は，八幡の戸畑，鋼管の水江を含めて10ヵ所，名古屋，堺，福山， 水

島，君津，加古川， 鹿島，大分で，これが戦後鉄鋼業の背骨となっていると言えると思いますc

こういった驚異的とも言うべき一貫製鉄所のあい継ぐ建設によって，日本の銑鋼比率は1962年

に1.5, 71年に1.2となり まして，戦前の銑と鋼のアンバランスは全く過去のものとなってしま． ったわけであります。

3番目に，戦後鉄鋼業の技術体系ですが，大型高炉－LD転炉一新鋭圧延設備というものに

代表されると思います。 高炉ですが，戦時中は入｜幡の洞岡と広畑に建設された1000t高炉が最

大規模であったわけですけれども， 1959年に火入れされた戸畑第 1高炉が1500tで，これを戦

後の出発点と しまして大型化が進んできて，現在では大分2号，鹿島 3号が5000m＇を越えて 日

産1万2000tに達しております。高炉の大型化において日本は世界の最先端の位置にある と言

われていますす。こういった高炉の大型化は，まず高品質の原料の輸入を前提とし，原料の事

前処理，操業技術の飛躍的発展によって可能とされたものであります。原料輸入について一言

すれば，戦後日本は中国や東南アジアへの支配を失いまして，原料輸入をアメリカの世界支配

体制に依存しなければならない。現在鉄鉱石はオーストラリア，南米，インドが柱であります
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し，原料炭はオーストラリア，アメリカ，カナダから輸入しているわけですが， 「第3世界J

における民族的気運の高まりとアメ リカの支配体制の動揺という事態が原料問題の面から日本

の鉄鋼業に対する重要な制約要因となってくるとい う問題がはらまれていると思います。つぎ

にLD転炉ですが，これは製鋼分野で19世紀の溶銅製造法の発明以来の画期的変革だと言われ

ている技術でありまして，旧来の平炉にくらべて鉄屑の消費が少ない。したがって鉄屑依存か

ら脱却するための技術的条件を提供するものであります。しかも，平炉銅と同じ程度の良質の

鋼がえられる。さらに建造費は平炉の 1/2，作業費が平炉の 6割前後，労働生産性が平炉の 7

倍というものです。製鋼工程をLD転炉に全面に委ねた製鉄所は戸畑が最初であ ります。以後

転炉法は平炉法を次第に駆逐して行きま して戦後製鋼工程の大宗にのし上り， 1965年転炉鋼は

粗鋼生産高の55%を占めるに至り，一昨年77年には平炉はわが国から姿を消してしまいます。

最後に新鋭圧延設備ですが，これは薄板生産におけるプルオーパー・ミ ルからス トリップ ・ミ

ルへの転換に代表されるものであります。例えばホット ・ストリップ ・ミルのロ ール運転1時

間当り圧延量はフ．ルオーパーの57倍とい う飛躍的な生産性の向上が達成されるわけです。この

ストリップ ・ミルは，戦前1940年から41年に八幡に導入されておりますけれども，本格的なス

トリップ化時代というのは戦後，とりわけ第2次合理化の時期でありまして，ホット・ストリ

ップ ・ミルによる湾板生産比率が1955年には 9%. 60年には77%に達するというこ とになりま

す。それ以後ストリップ ・ミルそのものの性能の向上が図られまして， 63年以降，名古屋，千

葉，堺というところでは，従来の半連続式から全連続式に進んで行きます。

以上見ましたよう に，戦後鉄鋼業は新しい技術体系をとり入れるわけですが，これに加えて

あとで問題にしますライン ・スタッ フ・システムにもとづく集中一貫管理の体制を作りあげて

行きます。複雑な製鉄所の運営を一元的に管理する生産管理，品質管理，原価管理，労務管理

といったシステムによって新鋭技術を駆使した非常に高い能率の生産が実現されて行く ことに

なります0 ＂まラ イ ン ス タ ッ フ シ ス 吋 象徴 す る 作 制 度 … 市 おきm -
1958年八幡戸畑に導入されたのを鳴矢と しまして，このあと1964年から66年にかけて主要な製

鉄企業にこれの導入が完了しております。

そこで，以上述べました戦後鉄鋼業の生産構造がほぼ形成された時期ですけれども，私はそ

の基本構成はおよそ1960年から65年頃に整えられたと考えております。その指標としましては，

ひとつは銑鉄，鋼材の貿易自由化が1960年から61年に行われていまして，これは日本鉄鋼業が

国際競争力を持ちうる産業に成長したことを意味します。2番目に内部構成についてでありま

すが，戦後新鋭臨海製鉄所の原型をなすのは戸畑製造所だと思いますが，そこで一応の一貫生

産体制の確立一一高炉2基，転炉 3基装備2基操業とし、ぅ体制ですけれども一一，この体制が

確立されたのが1960年であります。そして新しい技術体系の要をなすと思われる LD転炉鋼が
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粗鋼生産の過半を占めるのが65年。もうひとつ新しい一貫管理体制を象徴する作業長制度の導

入完了が65年前後ということで， 60年ないし65年とし、う時期を戦後鉄鋼業の生産構造形成の時

期というふうに見たいと思います。この画期は，先ほど述べました日本資本主義全体について

の戦後重化学工業段階の画期と一致します。むしろ，戦後鉄鋼業の生産構造の形成というもの

が戦後重化学工業段階到達の重要な内容のひとつをなすものと考えられるわけです。

ここに打ち立てられた戦後鉄鋼業の生産構造を基盤としまして，その後そのレールの上を巨

大製鉄所のあいつぐ建設が進んでまいります。技術的にはさらに，連続鋳造設備の導入，生産

管理や主要工程制御へのコンピユーター導入というものが進んできます。

(3) 新技術体系導入と労働様式の変化． 新しい技術体系の導入と労働様式の変化についてですが，以上述べました新しい技術体系の

導入にともなって労働様式が大きく変化してくる。熟練の質が変わる。この点を基幹3工程に

ついて見ておきたいと思います。

まず製銑ですが，高炉の炉前作業，出銑口 ・出浮口の開口・閉塞は戦前一部を除いてはすべ

て人力でやっていた。高度の熟練を要し，非常に危険な作業であったと言われています。これ

が戦後は機械化され， 労働は機械運転労働になり簡単化されてきます。新入社員は実習期間中

に onthe job trainingですべての機械の操作の訓練を受ける という形になってきます。また，

戦後炉況判断のための計測が非常に進みまして，計器が多く 装備されてく るということになり

ます。しかし，現在まだ高炉の炉内反応は充分には解明されていない。そこで，炉況の判定と

その安定化， 異常防止とその対策，炉況に応じた出銑 ・出淳のタイミングの判定，その管理等

についてはなおかなり長期の習熟，例えば10年以上と言われますが，そういった習熟を必要と

するために，炉前において出銑 ・出浮作業については完全なジョッブ ・ローテーションが行わ

れていますけれども，高炉の操業管理は作業長職務で，作業長が欠番の時は工長が担当するの． ではなくて，ほかの作業長あるいは技術スタップが担当すると言われています。

つぎに製鋼工程ですが，戦前の平炉作業というのは，例えばドロマイトの人力投入といった

ものに代表される非常に高熱重筋肉労働であって，しかも原料配分とか炉況の判定とか出鋼時

期の決定にみられる経験的熟練を必要としていた。この平炉作業の手作業は，戦後機械化が進

みやや軽減されてきますが，平炉がLD転炉に転換されるに伴って，労働様式に大きな変化が

生じました。勿論機械化は進み，高熱重筋肉労働は殆どなくなってくる。そして転炉炉前作業

の中心は吹錬でありますけれども， 目標とされる出鋼成分と温度が与えられて，これを達成す

るために吹錬者が主原料，副原料，酸素の量などを計算尺で算出して操業するというやり方が

まずとられます。ついでスタティッグ・モデルによるコンピユーター・コントロールが入って

きて，これによって操業する。しかしこのモデルはなお不完全で，吹錬者は焔や火花の状態を
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肉眼で観際して吹錬の進行を判定し，出鋼を決定するという形がとられているようです。最近

はコンピューターによるダイナミック ・コントロ ールがかなり取り入れられているようであり

ますが，しかしなお吹錬者は最低 3年の経験を必要とすると言われています。そこで，炉前の

職場においては，炉の傾動であるとか副原料投入などの作業についてはジ ョップ ・ローテーシ

ョンが行われているけれども，吹錬は工長が担当するという形になっているようであります。

しかし技能の平準化が進むにつれて，吹錬を含む全職務がロ ーテーションで行われる傾向に

あると言われています。

圧延については，薄板生産におけるフ。ルオーパー・ ミルからホット ・ス トリ ップ ・ミルへの

転換についてみますと，これも周知のことですけれども，プルオーバ一式における高熱重筋肉

労働そこでtド山ロールの上下運転印圧下手が最も熟練持して吋能習得 ． 
には10数年を要すと言われたものでありますが，これがホット ・ストリップに転換した場合，

高熱重筋肉労働は姿を消して，材料の状態や計器を見ながらレパーやボタンを操作するという

形に変って行く。現在このホット ・ストリップ ・ミルにはコン ピューター ・コ ント ロールが導

入されて，運転作業も殆んど自動化されてきておりますけれども，やはり仕上げ圧延の際の形

状制御，あるいはミ スロ ールなどの異常の処理，圧延順序の変更等についてはなおオベレータ

ーの判定が必要とされると言われています。そこで圧延職場においては， 5年ほどの経験を必

要とする総合運転担当者を除き，その他の職務の間ではローテーションが行なわれていると言

われます。

以上見ましたように，戦後の鉄鋼業における新しい技術体系の導入は，労働様式と職場にお

ける労働力編成を大きく変えてくるわけでありまして，その中で高熱重筋肉労働がほとんど姿

を消してくる。それが機械の運転，計課監視労働へと変ってまいります。それにともなって必

要とされる熟練の質も変化して， 直接的な手作業あるいは機械操作上のカンとコツによる熟練

t主』まとんど消滅山る。これ吋つて現代の労働者に要求

ロ－テ一シヨンの中で、多能工と して様々な作業をこなしうる能力で、すが，より重要なことは，

例えば転炉操業におけるように，目標とされる鋼種を生産するために必要とされる諸条件を科

学的に理解する，そのための操作のもつ意味を把握したうえで，その時々の状況を正しく認知

し，適切な判断と操作を行いうるという能力が要求されてくる。すなわち個々の操作そのもの

についての熟練ではなくて，一連の作業過程を全体的あるいは体系的に把握し，遂行しうる能

力というものが要求されてくる。そのために戦前とは比較にならぬ高度な知的能力が要求され

るということになると思います。戦後，設備の大型化，作業の連続化，作業速度の増大，そし

て要求される製品品質の向上などが進みますが，こうした生産技術の向上はそれに対応した労

働者の知的向上を必要としてまいります。現在製鉄所では，高校卒業程度の基礎学力を必要と
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． 

して，一般労働者を対象とした企業内教育で、は短大レベルの専門課程を含んで‘いるというこ と

が言われますけれども， これもこうしたことを示していると思われます。

n 戦後鉄鋼業における労働力編成＝統轄

(1) 戦前鉄鋼業における労働力編成＝統轄

さて，鉄鋼業における労働力編成＝統i鱈ですが，まず戦前から見てゆきたいと思います。

戦前の鉄鋼業，あるいは重工業全体がそうでありますが，一般的な生産レベルが非常に低い

というもとで，主として軍事上の必要から近代的な重工業が天皇制国家によって上から移植創

出されたとい う特徴をもっている。このことは周知のことです。この創出の特殊性が労働力編

成＝統踏の態様を規定してきたと言えると思います。

それを一応3点、に集約して述べておきたいと思うのですが，第 1は身分制支配という点であ

ります。戦前天皇制国家の身分制的官僚機構というものが，官営工場の中に持ち込まれてくる

という形にな ります。その原型は横須賀造船所，これは慶応2年に幕府によって創設されての

ちに官没されて行きますけれども，そこでの明治 2年の構成は，まず官吏 ・附属品53名，水夫

・火夫76名，抱職工65名（小頭，基幹労働者〉，次に常雇職工510名，底辺に寄場人足54名で，

これは貧民35名と徒刑囚19名から成り立っています。ここに囚人労働力を底辺とした身分制的

編成と統轄機構というものの原型が打ち出されてきました。鉄鋼業について八幡製鉄所におい

ては，明治34年に操業を開始しまして，ほぼ40年頃に所内の制度を整備してまいります。職工

規則もできて くる。 この年の数字で見てみますと，まず職員844名，職工 7,876名，職夫 3,086

名という構成をとりまして，ほかに鉱夫 2,692名がお りります。職夫がし、わゆる監獄部屋拘置

と言われたもので，これを底辺とした身分制的な編成が形成された。すなわち，様々な職務に

従事する者を，職員 ・職工 ・l敵失というふうにくくりまして，身分制的な上下関係に位置づけ． る。 それぞれの内部にさらに細かな位階制を設けて行くという形になります。これは，古い士

族と平民の身分差を起点としまして，学歴差によって再生産されて行くことになる。ここにお

いては，個人の自由とか平等とかという関係は実現されておりませんで，したがって様々な職

能が平等な人格の聞の仕事の相違として，すなわち分業関係と して捉えられるのではなくて，

全人格的な尊卑のランク付けとして構成されてくるわけであります。この身分制の原理が，勅

任官，奏任官，判任官とい う明示的な身分だけではなくて，組長，伍長といった職制機構にも

貫いていて，これらをも身分制あるいは位階制として観念させることになってきます。そして，

こういった身分，位階というものには，精神的な栄誉が附随しますし，また物質的な商でも，

極めて大きな給与格差と役得享受というものが伴ってくる。こういった身分制支配の原理が戦

前の労働力編成＝統轄の全体を浸たしてゆくエーテルになっていたのではなし、かと思われるの
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であります。

第2点として，限定的ではありますけれども，終身雇用と年功序列制というものの形成であ

ります。近代的鉄鋼業の本格的形成，具体的には八幡でありますが，この建設は在来の生産技

術とは隔絶した近代工業技術の移植を意味します。したがって全く新しい技能労働者の育成を

必要とします。 これは労働市場から求めるこ とはできませんので，もつばら製鉄所内部で養成

して行かなければならない。製鉄所は，養成された熟練労働者に対して， また養成しつつある

一般労働者に対して，意識的に企業への定着促進策を推進します。そこで昇給制度，あるいは

永年勤続者に対する報償制，退職賜金制，官舎や共済会や購買会などの福利厚生施設などが用

意されます。また熟練工を組長，伍長に登用して優遇します。ここに賃金格差と技能格差に裏

打ちきれた年功序列制が形成されて， 労働者に年功による昇進，昇給を期待させることによっ ． 
て企業帰属意識を植えつけ，他方この年功を通じての労働者の分断支配を実現させてゆく。し

たがって，この年功序列制は明示的な身分制を補完するもので，現場労働者における身分制原

理の貫徹形態と言いうるのではないかと思います。ただし，太平洋戦争に至るまでは，昇給と

言いましでも一斉昇給ではありませんで，年によって昇給有資格者のある時は 1/3，ある時は

10数%といった限られた人員に対する抜擢昇給であったということ，それからまた終身雇用と

言いましても， 55才停年までですが，それについてもすべてが保障されているわけではなくて，

企業の解雇権という ものが厳然として存在しており まして， 事実恐慌時にはかなりの人員整理

が行われております。そういう ことがありま したので，戦前の終身雇用，年功序列と言いまし

ても，戦後のそれと比べて遥かに限定されたものにすぎなかったと言えるのではなし、かと思い

ます。

第3点と しまして，生産現場におけるこ重の管理機構ということについて述べたいと思いま

す。戦前の鉄鋼業におきま しては，生産現場において，掛長の下に「監督さん」と称された大

学卒の技術員が配置されていま して，組長，伍長以下の職工はその管理下におかれていたとい

う形をとっておりました。そこで，現場における作業管理，労務管理などは，この監督技術員

と役付職工（組長 ・伍長〉との両者によ って行われていたわけで，これは日本産業独特の現場

管理の二重組織というふうに言われています。両者の関係について，八幡製鉄の労働部長であ

った小松広氏は， 『作業長制度』という本を書いていますが，その中で次のように書いておら

れます。 「日露戦争後における生産技術の急激な進歩に伴い現場に進出してきた技術員が，職

長とその上級管理者との聞に「係員」あるいは 「監督員」とし、う名称で介在する場合，欧米で

あれば職長の当然の職務と考えられる事柄についてでも，次第にこれら技術員が決定権を握っ

ていったので，職長の権限が実質的に狭められたり，不明確になることが多かったJと言われ

ています。小松氏は，この監督技術員こそ「現場管理の要」であり， 「本来のフォアマン的性
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絡をもっていた」と言っています。このような制度の形成は，戦前の鉄鋼業が移植技術による

ものであったということと，その技術体系がカンとコ ツによる手工的熟練に大きく依存せざる

をえなかったという 事情とによ るものではなかったかと思います。すなわち，製鉄所に雇用さ

れた未経験の労働者は，戦前の場合彼らは尋常小学校卒，あるいは高等小学校卒の学歴しかも

っていなかったわけですが，これは年功を積むなかで手工的熟練を身につけて，次第に役付工

に昇進していきます。しかし，彼らは知的レベルの低さの故に移植された技術の科学的理解に

達する ことが極めて困難であった。何よりもそこには語学の壁が立ちふさがっていた。つまり

洋書が読めない。 そこで大学卒の技術員が現場に配置されて，科学的知識をもって作業を管理

するという体制がと られざるをえません。そしてこれが先程言いました身分制支配と結びつい． て，この監督技術員時業管理だけでなく 労務管理をも平工員，役付職工の成績の第一次査

定まで行うというところまで掌握するに至ったと思われます。このことはまた，戦前の製鉄労

働においては，精神労働と肉体労働が明確に分離していた，あるいは技術と技能とが分離して

いたということを物語ると思います。欧米の場合， 19世紀の熟練労働者がかなりの程度に肉体

労働と精神労働を結合していたと言われる。それが，19世紀末から20世紀初頭にかけての資本

による直接的管理体制の強化のなかで，精祈1労働と肉休労働が分離さわてゆ〈 ．管理権限が資

本の側に吸収されてゆくと言われますけれども，日本の場合， 実は当初からこの二つは分離せ

さ．るをえなかったという状況にあったのではなかったかと思われるのであります。このように

考えますと，しばしば言われる「トレート’からジョップへ」というシェーマを日本にあてはめ

るについては，かなりの注意を要するのではないかと思います。

(2) 戦後民主革命とその挫折

戦前の身分制を根幹とする労働者支配の矛盾は，戦時下の箪事監獄的な苦役の一時代を経て，

敗戦後に爆発してきます。戦後民主革命が開始されてまいり ます。そこで労働者が経済要求と’ 並d 分伽と経問主化 を 主 要 要 求 項 目 と し て掲げ山うことは戦前吋ら

の当然の帰結であったと言えます。

戦後の労働組合は，噴出する労働者のエネルギーを一挙に組織するために，直接生産の場で，

企業別ないし事業所別に組織されて行きます。そして，それはまず企業の中で身分制を打破し，

職制を組合の統制下におく 。さらに産業別統一組織へと発展させ，労働者の企業別，階層別分

断を克服して資本の専制支配を打ち破ってゆくという展望をもっていたと思われます。鉄鋼業

においても，この時期1947年に八幡で身分制撤廃をかちとっていますし， 46年鋼管鋳鉄， 48年

川崎重工葺合の生産管理闘争であるとか，48年八幡のラフイン事件， 50年2月の日鉄における

長期ストといったような，歴史に残る英雄的闘争がくりひろげられて行きます。 しかし，アメ

リカを中心とした反動勢力の蝉圧で戦後民主革命は挫折します。その結果，労働運動は変質し，
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組合は企業主義的組合に転落して行きます。資本は主導権を回復する。こういった階級的力関

係の変化の下で、身分制は復活してくる，あるいは継承されまして，そのなかで終身雇用と年功

序列制が本格的に形成されてくる ことになると思われます。

まず身分制の点、ですが， 1948年職安法が施行されまして労務供給業が禁止され，戦前来の身

分制の最底辺におかれていた職夫，社外工が現業員という名前で製鉄所の直轄になります。だ

が1952年に職安法が改訂されて社外工が復活してく る。また朝鮮特需以来臨時工が増加させら

れてくる。こういった底辺の復活のも とで，職員，工員，臨時工，社外工といった身分差が事

実として復活あるいは継承されてくるということになります。1953年に八幡で職分制が施行さ

れますけれども，これはこうして状況の下で身分位階制というものの復活を象徴する事柄であ

ったと思われます。

次にこう した事態の下で本工についてでありますが，資本は労働運動を挫折させたとは言い

ましても，組合そのものをつぶすことはできませんし， 労働者の反抗のエネルギーを無視する

ことはできません。こうした対抗関係のもとで資本の自由な解雇権というものは事実上制限さ

れてきますし，昇給も一斉昇給として全員に適用せざるをえないという状況が出てきます。こ

れは戦前と大きく違っている点であります。 ここに終身雇用と年功序列制というものが本格的

に形成されてくるとい うふうに言えるのではないか。したがってそれは，資本が労働者に譲歩

したという一面を持っていると思います。しかしながら他方，資本は毎年の昇給や位階昇進に

おける査定の権限を完全に回復してくるわけで，その限りで年功序列制は資本の主導下におい

て労働者を企業の枠の中に押しこめながら，これを分断支配する機構と して機能してくる。つ

まり身分制支配原理の貫徹形態と して機能しうる ものにな ります。したがいまして， 終身雇用

制と年功序列制とい うものは， 戦前に源をもっとは言いましても， 労働者全員に対する編成統

轄機構としてはすぐれて戦後的なものと言えるのではないか。 戦後民主革命挫折後の階級対抗

． 

関向集さ山市べきで叫かと思し 払川って 年功山間給制は 側
戦前的なカンとコ ツの手工的熟練の進展とある相関関係を持っていたとは言っても，それさえ

も限定的だったと思いますけれども，決して技術革新と労働様式の変化によって自動的に解消

されうるものではなくて，その動揺が言われながらも，この年功序列制というものは様々な手

直しをされながら現在に至るまで頑強に生き続けているものであります。 ここに戦後の労働者

を支配し続けている古い日本的な要素を見るのであります。

ところで，戦後民主革命が挫折したのち労働運動はもう一度高まりを見せます。 鉄鋼業につ

いても，1951年に鉄鋼労連が結成されま して，そのあと連年にわたるストが打たれますし，と

りわけ1957年には大手の11波ス ト， 59年には富士と鋼管の49日ストが闘われて行きます。こう

いった状況の下で，資本は鉄鋼労連が第2の炭労になるという危倶を持つわけですが，これに
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対して資本の側が全力をあげてこれをつぶしにかかって， 57年，59年のストは打ち破られてし

まいます。それについで組合右派の潮流の拾頭が進んできます。 1960年宮田義二氏が鉄鋼労連

書記長に就任し， 1966年には鉄鋼労連の IM F・JC加盟が実現します。ここで鉄鋼労働運動

に対する資本の支配が基本的に完成したということが言えるのではないか。この画期が先ほど

言いました戦後日本資本主義の重化学工業段階の画期，戦後鉄鋼業の生産構造確立の画期と一

致しているのは，決して偶然ではないよ うに思われます。

(3) 新管理体制ーライン ・スタッフ ・システムと作業長制度

今言いました戦後民主革命の抑圧，資本の主導権の回復を前提としまして資本蓄積，技術革

新が進められてきますけれども，これに対応して導入されてくる新じい管理体制の基礎をなす

のがライン ・スタッフ ・システムであり，そこで労働力統i繕の要をなすのが作業長制度である

と思います。ライン ・スタッフ ・システムと作業長制度は，前にも申しましたように1958年戸

畑に最初に導入され，その後64年から66年にかけて八幡，富士，日本鋼管など主要企業に導入

を完了してまいります。この導入に当って入幡ではまず戸畑，日本鋼管ではまず水江，富士で

はまず東海名古屋という，旧来の管理体制にしばられない新設の製鉄所にまず導入されて，こ

れが軌道に乗った後に古い製鉄所に逆輸入されるという形で広められてきます。

この新しい管理体制導入のポイントですけれども，これは従来現場に配置されていた監督技

術員をスタッフとして中央に引き揚げて，代って作業員から抜擢された作業長を現場の作業管

理，労務管理の中心に据えるという 点にあると考えます。監督技術員が従来フ ォアマン的性格

をもっていたということは先ほど申しましたけれども，これがスタッフとして引き揚げられる

理由は次の点にあると思います。すなわち，従来戦前来の編成においては，現場の職制が作業

管理，労務管理とともに生産工程管理，品質管理，事務管理等々，非常に様々な業務を一体と

して受持っているという状況であったわけですけれども， 管理の能率化のために，生産管理，． 品質管理などをスタッフ機能として中央に集中してしまう。それによって技術者をより有効に

活用するとともに，製鉄所全体を一元的に管理することができる。こうした管理体制によらず

しては高性能の設備体系を有効に働かすことはできないということ。これが新しい管理体制jに

移行する必要性であったと思います。同時に，これを可能にする条件も生れつつあった。それ

は，技術革新によって労働様式が変化してくる。作業の定型化が進んでくるなかで作業条件の

解析が進み，作業標準書の作成が行われるようになってきたことがひとつ。さらに，戦後労働

力の質的向上が進みま して， 監督技術員の直接指導なしに作業標準書によりながら 日常作業が

行われるようになった。以上の必要性と条件の下で，現場からは技術員が引き揚げられま して，

代って現場労働者の中から抜擁された者が経営の末端の代表者として作業長に任命されて行く

ことになります。
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この作業長制度はアメリカのフォアマン制度を参考にしてつくられたとされていますが，し

かし 2つの点で大きく違っているように思われます。第1点は，日本の作業長というものがア

メリカのフォアマンに比してはるかに小さい権限しか持っていないということであります。ア

メリカの場合，フォアマンは作業遂行の権限にとどまらずに，部下の労働者の雇用，解雇，移

動，昇進，懲戒といった事柄について非常に大きな発言権を持ち，苦情の第一次処理権を持ち1

部下の訓練に責任を持っと言われます。これに対して日本の場合，八幡の例ですが，作業長は

与えられた作業予定にもとづく作業指揮，労務管理，原価管理の権限を持っているのですが，

労務管理については，部下に時間外勤務や休日出勤を命令するとか，欠勤，休暇を許可すると

か，成績考課とか，アメリカのフォアマンと比べると限られた権限を持つにすぎないというこ

とであり ます0 ． 
2番目に，フォアマン制度形成の歴史がアメリカと日本ではまるで違う。これが権限の違い

の源でもあると思い支す。アメリカの場合は， 19世紀末以来の熟練労働者を長とする経営内部

請負制が出発点となりまして，資本の側が現場作業の長である熟練労働者からその権限をひと

つひとつ剥奪して行く。これを経営の末端職制に位置づけて，これを通じて労働者に対する徹

底した管理体制を打ち立てて行くといった歴史を経て，フォアマン制度は形成されてきたと言

われます。その間， 1940年代初頭においては，フォアマンの中で組合が結成され待遇改善を要

求するといった事態が起きており，1947年タフト・ハートレ一法によ ってフォアマンを労働組

合法の適用から除外する。その代わりに企業は彼らの待遇を改善し，経営末端として安定させ

るという道を辿ってきます。ですから，アメリカの場合，階級聞の織烈な闘いを通じて資本が

熟練労働者から現場管理の権限を剥奪しつつフォアマン制度を形成するという形をとったと思

いますけれども，日本の場合，戦前は労働力の低位性と身分制的な支配機構の故に現場管理の

中心は資本が配置した監督技術員であった。 熟練労働者たる役付職工は，小松氏によれば技術

員の補助機能をもつに止っていた。さらに戦後は，民主革命の抑圧によって資本の絶対的優位

性はすでに確立されていた。したがってここでは， 資本が熟練労働者からいかにして現場管理

の権限を剥奪するかということは，問題として提起される必要がなかったわけで、あります。 戦

後日本においては，新しく導入された技術体系に対応する新管理体制をいかにして創出するか

が問題であって，現場労働者について言 うならば，むしろその能力の向上と権限の拡大を進め

なければならない。したがって日本における作業長制度の実施は，労働者からの権限の剥奪で

はなくてむしろ労働者への権限の付与と地位の向上を意味していたと思います。八幡では，作

業長は統括主任職とし、う職員待遇の身分を与えられます。小松氏によりますと，作業長制度は

将来掛長まで昇れるという「青空のみえる昇進制度Jとして，職場全体のモラールの向上をも

たらしたと言われています。これには誇張があると しても，こういったやり方が現場労働者の，
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とりわけ青年労働者の向上意欲をかきたてて，これを資本が吸収してゆく。そして労働力統轄

を大きく進めて行くことに役立ったこ とは疑いのないことであろうと思います。 こうして，日

本独自の歴史的な流れと戦後継承された職員 ・工員を貫く身分制的支配を背景として，作業長

制度とい うものが経営の末端職制として，強力な支配機能を発慨することになったと思われま

す。

一寸つけ加えておきますが，戸畑の資料によりますと，今言いました肢督技術員の引き揚げ

を可能にした条件は，作業長制度導入の時には充分みたされていたわけで・はないように思われ

ます。この条件の うち作業標準書の作成については，とりわけ高炉作業の標準化が非常に困難

であったことが指摘されています。労働力の質的向上については，作業長制度導入の時には，． 知識水準は旧高等小学校卒の中高年労働者より新制高校卒の若年労働者の方がレベルが高い。

． 

しかし職場秩序を無視できないので，古い組長，伍長から作業長を選定せざるをえなかった。

しかし 220名の作業長のうち30%が能力不足であると判定されています。こういう状況の下で

は，ラインとスタッフの分離は完全には行いえないわけで，戸畑の技術者は作業標準蓄を作成

し， 現場に提供するに止まらずに，場合によっては現場で作業員に直接指示を与えなければな

らなかったと言われます。資料では， 「ラインの無力化」，「スタッフ ・エンパイア」という言

葉が使われています。これは， 戦前来の事態の克服がし、かに困難で、あったかということを示す

例だと思いますけれども，こういった事態に対して，一方では，新制高校卒の労働者が育つの

を待って 2代目作業長の育成計画が進められてL、く。他方では， 1962年の不況の下でコストの

引下げ，要員削減を実現するために 「ライン・イニシャチプ」というスローガンが掲げられて，

こうした事態を乗 りこえていこうとい う努力が重ねられます。あとで述べますように，現在，

およそ1970年頃からと言われますが，現場労働者がスタッフから与えられた作業標準書にもと

づいて作業をするだけでなく，自分たちの手で・作業標準書を作成するまでに至っているわけで，

戦後生産力段階の下で労働者の質的向上は急速に進んだというこ とが言えると思います。

(4) 職務体系＝職務給と資格制度

以上見ましたように，戦後鉄鋼業の労働力編成＝統鰭においては，一方では職員，工員，社

外工とい う身分の差があり，本工内においても年功序列制とい う身分制原理の貫徹がみられる．

他方で、は新たな技術体系に照応したライン ・スタッフ ・システムと作業長制度という管理体制l

がとられてくる。こ うして古いものと新しいものとが同居するわけで，このことは戦後鉄鋼業

における労働力編成＝統轄を基本的に特徴づけるものであると思われます。そしてその中で，

新しい労働力編成の枠組みには身分制的 ・年功序列制的な刻印がおされますし，他方身分位階

制は新しい労働力編成の枠組みに合わせて手直しされる。こうした調整が，先ほど申しました

戦後鉄鋼業の生産構造形成の時期とほぼオーパ｛ラップする頃に行われま して，現在に至るま

- 15 -



群

長

群

務

務
職

組
職

、、1
111
‘，，，tt
I
J
f

級

n
u
n
y
o
o
 

η
4
唱

i

－A

職

ヴ
’

c
O
Fhu
s
q
q
3

噌・
A

噌
・
ム
唱
・
4

・
E
A

司
自由
＆

l

l

l
 

者
群

一

練

群

一

般

群

一

線

群

一

任

務

一

務

一

務

一

熱
務

一

資

職

一

熱
職

一

一

職

一

不

職

一

＼
l
l
lJ
l
l
ノ

一
、
1
1
1）
I
lノ

一
、
｜
｜
〉
｜
／

一
、
1
1
1j
l
l
／一

l

i

－

－

－

 

2

1

0

9

8

7

6

5

4

3

2

1

 

唱
E
A

’・A
唱
E
A

第 1表 新日鉄 （八幡〉の職務体系と職務給

職務給 月 額 （1970年度） I 

級 ｜標準 ｜上 級 1

28,140円I 2s, 510円I 29,300円｜

26,980 I 27,350 I 28,140 I 
25, 820 I 26, 190 I 26, 980 I 

24, 660 I 25, 030 I 25, 820 

23, 500 I 23, 870 I 24, 660 

22, 340 I 22, 710 I 23, 500 

21, 180 I 21,550 I 2立.340 

20, 020 I 20, 390 I 21, 180 

初

占
川

務肱
叫

U
H
Mq
 

言
E
Il
－
－
－
1
44
I
ll
－

229～251 

208～228 

189～207 

172～188 

157～171 

142～156 

129～141 

118～128 

107～117 

97～106 

88～ 96 

80～ 87 

18,900 

17,860 

16,820 

I

l

l
－
 

Au 
qo 。，un

v
 

句
目
ム 20,020 

18,900 

17,860 

16,820 

15,780 

14,740 

13,700 

12,660 

11,670 

10,790 

9,910 

9,030 

人 員

(1969. 6.組合調査〉

( 280人Co.8) 

5s I 470 C 1. 4〕
';. I 1, rno C 3. 5) 
l!) I 

I 2, 060 C 6. 1) 

¥ 1, 160 C 3. 5) 

。（ 440 ( 1. 3) 

ぺ＼ 870 ( 2. 6) 
M l 

¥ l, 990 ( 5. 9) 

( 4,960 
0 1 

ロI 6,820 
~ 1 4,590 

¥ 4,760 

r 1,210 

0 I 670 
e、l
a, I 
c,il 390 

I 840 

, 860 

(14.8〕

(20. 3) 

(13. 7) 

(14.2) 

( 3.6〕

( 2.0) 

( 1. 2) 

〔2.5)

( 2.6) 

I l献金の

《職務格付例》

18,190 

17,150 

nu 
oD
 

nt 
R
U
 

唱

i 16,110 

15,070 14,740 

13,700 14,030 

（計）33,550(100.0) 

工 格 付

掛 「方」 名
量 習責 判 事荷負 荷盟負 主 主危

職務点 職級

場 識知熱 任断 環境 険

高 高
出 銑 出 浮 方（工 長〉 D E E D B D C B 385 17 

出 銑 出 ~ 責 任方 C C D C B D C C 241 12 
炉 鋳 床 資 任 方 B C C C B D C C 203 10 

炉前
出 銑 出 浮 記録 方 C B B B B D C C 182 9 

炉 運 銑 方 B C C C B B B A 159 8 

第
佐一

4～6号スタ ンド運転方〈工長〉 D E E E D B B B 382 17 
ース 1～ 3号スタ ン ド運転 方 D D D D D B B B 227 14 

ト
上圧延延掛熱リ 総 合 運 転 方 C C C C C B B B 183 9 

"' テー フ ノレ 運 転方 C B C B B B B B 155 7 
ブ

12,660 12,990 

11,950 11,670 

10,790 11,070 

9,910 10,190 

9,030 9,310 

8,150 8,420 

鉄鋼労連 『調査時報』No.102 (1970.9.25）による。
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で鉄鋼労働力を編成し統轄するための枠組みとなっているわけです。そのひとつは職務にもと

づく労働力編成とそれにみあう職務給制度であり，いまひとつは資格制度であります。

まず第1の点でありますが，新しい技術体系のもとで労働様式が変化してまいりまして，個

々の労働者は新たな技術に規定された職務休系に格付けされ，編成さわます。ここに新L1,、持

能序列が形成されてくるわけですが，この職務イホ系に賃金を照応さ壮工うとすJi，あるいは関

連を持たせようとする。その賃金が職務給であるわけです。この職務給は， 1962年に八幡， 富

士，鋼管に導入されまして，そのあと65年に神戸製鋼にも導入されます。これを八幡の例で見

ますと（第1表参照〉， まず下をご覧下さい。職務格付け例として高炉と第一ストリップ工場

の例を掲げてあります。第一ストリップ工場 ・ー熱延掛仕上圧延の職場の場合で見ますと，職． 務は一番下からテーブル運転方，総合運転方， 1ないし 3号スタンド運転方，4ないし 6号ス

タンド運転方というふうに昇進してまいります。個々の労働者はそのいずれかに格付けされる

わけですけれども，この 4ないし 6号スタンド運転方が工長職務ということになっています。

それぞれの職務について職務評価が行われまして，基礎知識，習熟， 責任といった 8つの要素

についてAからEまでのランク付けが行われます。そしてそれぞれに点数が定められていて，

それを合計したのが職務点で、ある。次にそれぞれの職務が職務点に応じて 1から20までの職級

にふり分けられます。職級毎に職務給が決められる。ただし同一職級についても， 職務給は初

級，標準，上級と 3つに分けられておりまして，これは経験年数に応じて上昇して行くという

仕組みになっています。こうして職務格付けにも とづく職務給というものが，一応、は新しい技

術体系に照応した労働力の編成と，それに一応対応した賃金を規定したものと言いうるかと思

います。

． 
しかし，この職務給は極めて日本的な特徴を持っています。欧米においては職務給という言

葉自体が存在しないと言われていますけれども，賃金はそもそも職務に応じたものである。 日

本の場合ですと，この職務給が基本給，能率給などと並ぶ賃金の一項目にすぎないという点、で

あります。定時間賃金の合計に占める職務給の比率は，作業員の場合， 1962年職務給が導入さ

れた時は15%,1970年には20.3%であります（第2表参照〉。賃金の45%が年功序列的な基本給

によって占められているという状況であります。もうひとつの点は，この職務給そのものが年

功序列的である。すなわち欧米の場合には，企業を越えて各職務の横断的賃金率が存在してい

て，各企業において行われるのは，それぞれの企業の条件に応じて個々の職務の賃金率相互の

アンバランスを調整することだけだと言われます。これが職務評価であり，職階の編成である。

しかるに日本の場合，この横断的賃金率とい う前提なしに職務給が導入されたわけで， 結局そ

れは従来から存在した年功的賃金の再編たらざるをえないという ことになります。このことは，

職務給の最高と高低の差が非常に大きいとこうことに示されておりまして，欧米ではこれは大
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第2表 新日鉄 （八幡〕の賃金制度

｜賃金項目｜作業 員 ｜事務技術員｜ 制il 考

円 円 円
基本給 35, 622( 45. 1) 35,356( 49.2) 35,573( 45.8）学絡E別差定別昇・年（令成績別査初定任基〉本給プラス資

主E 職 能給 34,806( 48.5) 主務職等社員に支給。
定

本 8要別素の職率務評価， 20職級．経験年職 務給 16,030( 20. 3) 
時

賃 数作業務能3質率給に。よる図体獄能率給。基配応本分給
間

能 率給 12,104( 15.3〕 9,876( 12.7) 
－職暫準 の付比で成 点により

金
賃

業績手当 10,425( 13:2) 8, 505( 11. 0〕基た 定財財源源・。基加財本給源×・人成績員減点にで配分じ

金
言十 74,181( 94.0) 70,162( 97. 7〕73,441( 94.6) 

諸 手 当｜ム削 6. o)I 1. 668( 2. 3)1 4. 167( 5. 4) 交代手当，住宅手当，特別作業手当等

言十 町凶00.州M 削 00.0〕／11, 608(100. 0) 

時 過勤務手当 7,609 12,426 8,496 
間 深夜手当 5,150 707 4,332 
外貨 その他 715 144 610 
金 計 13,474 13,278 13,438 

賃 金 総 額 192，揃

人 員 133,287人 ｜叩 2人

出所は第1表と同じ。金額は1970年4月現在。作業長，掛長以上を除く。

きくても 1:2 くらいだと言われますが，第 1表の八幡の数字でみますと，最低8,150円， 最

高29,300円で 1: 3. 6という聞きをもっています。

こういった日本的特徴を持つとは言いましても，こ こではともあれ新しい技術体系に対応し

た技能序列，労働力編成と，これに何らかの相関関係を持つ賃金体系というものが示されてい

るわけであります。欧米の労働力編成であればこれがすべてである。しかし日本の場合には，

これに加えて資格制度というものが設けられて，労働力編成は職務体系によるものと資格制度

． 

によるものと 2本立切をとるということ 山 杭 こ の 資 格 制 度 比 企 業 山 市 側
ぞれ名称が違いますけれども，1967年に一斉に設けられています。八幡では職掌制度と言われ

ます。職掌制度の技術職についてのものが，第 1区｜であります。これについて見ますと，高卒

採用者はまず技術補職に格付けされます。そのあと技術職，上級技術職，指導技術職（工長相

当〉， 統括主任職 （作業長相当〉と昇進して行きます。この制度の特徴は，それぞれのランク

について「何々の職務を遂行する能力を有する者Jと規定されているように，職務体系を前提

としながら各労働者を能力評価によってランク付けしようというものであります。つまり，各

労働者が現在どの職務についているかということで労働者を格付けするのが第1表の職務職級

の体系でありますけれども，現在担当している職務とは別に，どの職務を遂行する能力がある

かとい うことで労働者を格付けするのが図の資格制度である。これがどう しづ意味をもつかと

- 18ー



第 1図 新 日鉄 （八幡）の職挙制度（技術職等社員）

． 
13～17職級
(5,150人 ）←ーさく工長職務局＞i_ヱ

（試験・ 茄接）

一 般呉任

（試

一 般

丘主_jS,010人（15.1%)

（試験 ・面接）
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上級技術職として l年以l上級技術職として10年以

上在職し，かつ13級以上l上在職し，かつ

のエ（伍） 長に配置されl① 10級以上の 「方J
ているもので．工長職務l に配置されている者

層の職務を遂行する能力l② 13級以上のエ（伍）

を有ずる者 I 長以外iこ10級以上の

「方Jのない系列で

は，6級以上の次位

［方Jfこ配置されて

いる者

で，工長職務局の職務を。

遂行する能力を有する者

． 
8,705人（26.2%) 
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術
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て
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l～5職級 ‘ ＋｜ 技術補職 11,802汰（5.4%)
(3,970人） 一一一一－－

高卒採用者3 計33,241人（100%)

出所は第 l表と同じ。各職級群の人数は1969年6月現在，職掌制度

各ランクの人数は1970i!三3月現在のもの．
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言いますと，ある労働者が現在担当している職務は低くても，年功を積んでいてより高い職務

を遂行する能力ありと認められますと，資格制度の方でt工高いランクに付けられるというもの

で，いわば職務体系の方がドライな体系だとしますと資格制度の方はウ ェットな，低い職務に

ある者も救済してやれるような体系だとい うことができるわけです。このことは，各ランクの

配置人員から認められるわけですが，第1図の左に点線で対応関係を示してあります。まず技

術補職でありますが，これは職級1ないし 5に対応すると言われます。ところが職級1ないし

5の職務担当者は3,970人であるのに対して，技術補職は1,802人に過ぎません。その上の技術

職は，職級6ないし 9に対応すると言われますが， 6ないし 9の職級の職務担当者は21,130人

であるのに対して，技術職は17,724人であります。これに対して上級技術職の場合には逆にな

りまして，これは職級10から12に対応すると言われるわけですが，この10から12の職級の職務

担当者は 3,300人に対して上級技術職は8,705人となっています。つまり長期勤続者でありな

がら下位の職務を担当している者の多くが，このあたりの資格区分にランクされて救済されて

いる。指導技術職ですけれども，これは職級13ないし17の工長職務と対応させられていますが，

工長職務担当者は 5,150人と指導技術職5,010人はほぼ一致する。しかし個々の労働者をとれ

ば，工長職務を担当しながら統括主任職にランクされている人もいるわけです。こういうふう

に下級の職務についている者を能力評価によ って救済するのが職能昇任というルート。昇任に

は一般昇任と職能界任と 2つのルートがありますが，そのあとの方です。この資格制度，八幡

では職掌制度が設定されたとき1953年以来の職分制度は廃止されています。したがし、まして，

この資格制度とい うものは，年功序列的な身分位階制を職務体系とある相関関係を持たせるよ

うに手直ししたものにすぎない，と言いうるのではないかと思います。本質は変っていない。

しかも能力判定が行われるという点で，資本の怒意的な選別権がさらに強められている。こう

して決められた資格制度区分によって，基本給や一時金の配分や退職金が規定されることにな

ります。

(5）小括

以上見てきま したよう に，戦後鉄鋼業労働者は，戦前来の身分制と技術革新にも とづく 新た

な職務体系と，この 2重の原理によって編成され統轄される という形になっています。この編

成＝統轄の要をなすのが，現場作業員出身で職員身分にランクされ，しかも組合から離脱さぜ

られた作業長であります。こうした戦後日本的な編成＝統轄機構は，資格制度導入の1967年あ

たりをもってその基本的な骨格を形成したと言ってよいかと思います。

こうした労働力編成＝統轄が成功的に進められてきた基礎条件が資本の高度蓄積であったこ

とは，疑いないところであります。高度蓄積にともなう新しい技術体系の導入が戦後的な労働

力編成＝統轄機構を不可欠のものとして要求したことは，以上述べた通りであ りますけれども，

- 20一
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他方では，高度蓄積にともなう実質賃金の上昇や，新しい製鉄所のあい次ぐ建設による労働者

の昇進機会の増大。企業内福利厚生施設の拡充。日本鉄鋼業が世界に冠たるものであり， 日本

産業の中核をなすことからくる，とりわけ本工労働者の優越感，等々。こういったすべてのこ

とが資本の支配を支える条件になってきたと言いうると思います。

しかしながら， 1962年の不況以後，鉄鋼業は厳しいコスト削減を迫られてまいります。ここ

で上に述べてきましたような統轄機構がフルに機能を発輝してくることになります。その際新

しい技術の粋を総動員するとともに，極端な精神主義が強調されてまいります。その例を一つ

紹介しておきたし、と思います。八幡戸畑の例ですが， 1962年の不況の時期に，時の戸畑製造所

長が63年度の原価切下げ目標をスタッフに試算させたところ，スタップは， 9億円のコスト削

減が可能であるという答申を持ってまいります。これに対してこの所長は，即座に 4倍の36億

円を目標にするように指示するのです。結果として35億円に決定されるのですが，したがって

これは全く科学的な根拠にもとづくものではない。ところがその夏第3高炉の冷えこみ事故が

発生して， 年度内35億円のコスト切下げは到底無理であるという状況に立ちいたります。この

状況で所長は非常に煩悶する。ところがある日，戦時中の『統帥綱領』という書物を読んでい

たら 「戦いの勝敗は…一将帥にありj という文章を見いだして，これを「天の声Jとさとる。

これで部下を激励するのですが，これにこたえて技術部長が各部門で‘目標を設定することを提

案します。これを 「第 2の天の芦」だと受けとって，すなわち目擦を公言して背水の陣をしい

てその実現に全力をあげるというやり方をとれということになった。このやり方でこの年度47

億のコスト切下げが達成されて行くわけです。これが予定原価方式という名前の原価管理に制

度化されて行きますが，その内実はこうした精神主義で‘あります。こういうやり方で，翌64年

度には66億円， 65年には81億円，66年度には128億円という途方もないコスト切下げが遂行さ

れて行きます。それは結局労働者の犠牲によって，なかんづく要員削減によって達成されて行． きます。そのやり方は，例えば食事交替回数が，畔の最高3回から68年 6回， 70年 8固にふ

やされる とい うようなもので，まさに骨身を削るような「合理化」が強行されてきたわけで、あ

ります。こうした精神主義こそ，日本的身分制支配の顕現に他ならないと言えましょう。戦後

鉄鋼業は，新鋭技術と 日本的精神主義とを結合することによって，驚異的な飛躍をなしとげて

きた。そしてこの統轄機構のもとで，批判的な労働者は徹底的に差別され，まさに企業内フ ァ

シズムと言われるような状態がっくりだされてきたと思うのであります。
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第3表－A 鉄鋼労連加盟組合統一闘争ス ト権批准状況（賛成率） （%） 

｜附 I1957 I 1959 J 1960 j 1961 [ 1962 -I ~963 I附 11965 1 1966 J 1967 l 1蜘 j1969 J 1970 
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第 3表－B 関連労働組合（社外工）協議会．スト権投票状況（質成率） （%〉

J 1971年春闘 J 1972年末一時金 j1973年末一時金 1 1975年 春 闘 I 1977年 春 闘

新 日鉄室蘭 14組合平均85.2 14組合平均85.1 13組合平均85.3 14組合平均81.7 14組合平均81.6 

II 釜石 7組合平均81.1 7組合平均82.0 5組合平均85.9

II名古屋 l組合 79.3 4組合平均83.7 

II 広畑 10組合平均84.9 12組合平均89.2 11組合平均83.8 11組合平均88.0 11組合平均85.I 

II 八幡 4組合平均79.9 3組合平均79.3 5組合平均77.6

鋼管京浜 7組合平均93.7 7組合平均90.I 9組合平均90.3

鉄鏑労連 『関連労組情報』 No.5 (1971.5.17), No. 14 (172. 12. 5), No. 22 (1973.12.14), No. 28 (1975.5.27), 
No. 32 (1977.5.9）による。平均賛成率は，各組合賛成率の単純平均によって算出した。

第4表八幡製鉄工作本部における職制のスト批准投票 （1967.4〕切崩し実績

A. 投票予想、と実績との対比 B. 工作管理支部における投票予想と実績

賛 成 率 く%）
支部名

掛 名 ｜組合員数｜棄権無効｜賛成 ｜反対l守男宇
予想 ｜実 績｜誤差

工作管 理 22.3 42.9 20.6 

工 作 設計 69.4 60. 7 ム 8.7 

妓研 工程 49.0 58.4 9.4 

鋳 鉄 49. 7 66.7 17.0 

鋳 鍛 49.6 45.0 ム 4.6

鋳 造 47.5 50.2 2. 7 

機 械 48.0 39.2 ム 8.8

ローノレ旋削 43.5 45.3 1. 8 

組 立 44.9 39.6 ム 5.3

鉄 構 51.1 51. 5 0.4 

総、 it 1 46. 9 1 49. 3 J 2.4 

管 理 5 1 4 20.0 

組 織 4 。 4 。
経 理 11 2 9 18. 2 

機械計算 15 4 11 26.7 

生産計画 7 1 1 5 14.3 

見 張： 9 1 1 7 11.1 

人 事 66 2 13 51 19. 7 

庶、 務 21 1 5 15 23. 8 

契 約 9 2 1 6 11. 1 

資 材 31 11 20 35.5 

二 営 業 5 2 3 40.0 

一営業 5 1 4 20.0 

予想合計 ｜

実 績 ｜

く工作本部の各職市jにあてて＞…・・八幡製鉄社党協がある作業長から入手したもの「春闘対策については，各職場ごと
に昨年秋以来着々と対策を進めていただきました。その結果を票読みしていただきましたところ別表 ［上表ー引用者］
のとおりとなりましたので，ご参考までに送付します。ご覧のとおり非常によい結果がでており，各職市jのご努力に深
く敬意を表します。 4月3日からの投票は，この予想、がそのまま現実となって現われますよう，よろしくお願いいたし

ます。J 『賃金と社会保隊』 No.442 (1967. 12.上旬号） p. 26ー7

結びにかえて

最後に，こうした支配機構のなかで労働者がどのような状況にあるかについて， 2点だけ述

べまして結びにかえさせていただきたいと思います。

第 1の点ですが， 第 3表をご覧いただきたいと思います。これは組合のスト権投票の賛成率

を表にしたものです。 Aは鉄鋼労連加盟組合のもので，一貫メ ーカー，平電炉メ ーカー， 単圧

メーカーを含んでいます。 Bは社外工の関連労働組合協議会のものであります。まず一貫メー

カ｛の方からご覧いただきますと， 1959年頃から当初は70～80%，あるいは90%でスト権成立
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が行われていたのが， 60年以降八幡をはじめとして賛成率が下ってまいりまして， 65年頃には

70%台に達するのは家々たる数になってきて， 70年頃になりますと， 50%をかろうじて越える

か，あるいはこれを割ってスト権が不成立に終るというようなところまで落ちこんでくるわけ

です。こうして組合が右翼化されるなかで，運動が抑えられてきます。他方，平電炉 ・単圧メ

ーカーの中小企業の方ですと， 70年時点まで極めて高率でスト権が成立しておりますし，社外

工ですと80%,90%という圧倒的多数でス ト権が達成されている。まさに怨念のかたま りです

ね。とりわけ一貫メーカーにおいてスト権が確立できない，スト権賛成率が大きく下ってきた

ということは，すぐれて職場における職制の切りくずしによるものです。第4表は，八幡製鉄

工作本部における職制のスト権批准投票切りくずし実績で，これは職制の間で廻された秘密文

書が社会党の手に入ったというもののようです。この文書によりますと， 「春闘対策につL、て ． 
は，各職場ごとに昨年秋以来着々と対策を進めていただきました。その結果を票読みしていた

だきましたところ別表のとうりとなりましたので，ご参考までに送付します。ご覧のとおり非

常によい結果がでており，各職制のご努力に深く敬意を表します。 4月3日からの投票は，こ

の予想がそのまま現実となって現われますよう，よろしく お願L、L、たします。」と書かれてい

て，その予想票読みというのが上の表に示されています。表Aでは，左側に支部名があります

が，例えば工作管理支部というところでは，職制があれこれ働きかけをした結果ス ト権質成率

は22.3%に押さえられるであろうと予想したところ， 実際の投票では42.9%が賛成した。した

がって，ここでは誤差が非常に大きかった。しかし，次の工作設計支部では，予想賛成率69.4 

%に対して実際は60.7%で大体予想通りに行った，いや職制としては予想以上の成果をあげた

ということになります。工作本部全体としてみますと，賛成率予想が46.9%であるのに対し実

績は49.3%で予想、は極めて正確であったということができます。こうした予想がどういうふう

にして立てられたかという，もっと細部について見ょう とするのが表Bでありまして，ここで

は工作管理支部における投票予想を細かく示しています。まず一番上の管理掛には組合員が 5

名いますが，そのうち 1名は職制の説得に応じないでスト権に賛成するのであろう，あとの4

名は説得に応じて反対投票をするであろうと予想されています。予想賛成率20%です。次の組

織掛では組合員4名の全員が反対投票にまわるであろうとし、ぅ形で，各職場で個別的に，いわ

ばシラミツプシに，彼は賛成，彼は反対という色分けをして，それを積み上げたのが予想賛成

率22.3%というものになるわけです。 これが脅しと懐柔とによる労働運動切り崩しの姿であり

まして，こうした状況の中でスト賛成率が下ってくる。しかし，これを反面から見ますと，こ

うした激しい職制の攻撃の中で40から50%の労働者が賛成投票を，少くともこの時点まで持続

してきている，つまり厳しい個別管理の下で面従腹背ということも非常に難しいという状況の

中で，これだけの労働者は面をあげてスト権賛成を表明しているということが言えるわけであ
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ります。私は，ここに戦後の労働者の抵抗の基礎，抵坑の岩盤がある。これはおそらく戦前と

はまるで違う状況であって， 挫折したとはいえ，やはり戦後の民主革命を経過してきた労働者

はこう した力を培ってきたということが言えるのではないか，と思います。

いまひとつはし、わゆる自主管理運動，これはQC運動とかZD運動とか言われているもので

すが，これについて見ておきたし、と思います。これは鋼管の京浜で1963年，八幡堺で64年，富

士広畑で66i:J三に始まりま して， 各製鉄所に広がっていったものです。これは自主管理と言いま

しても，勿論資本の強制であり ますが，その参加率は非常に高くて， 74年の鉄鋼連盟の調査で

は80から90%の従業員が参加していると言われています。この運動の特徴は，生産性の向上と

コスト切下げを労働者の自発的意志の喚起を通して進めさせようとする。労働者自身によって． 問題点を発見さぜ，その解決を図らせようとする ものです。こう した運動が多くの労働者の参

加を得て行われているということは，さきに述べました支配機構の下で、資本の側からの強制が

大きく働いているからに他なりません。しかし，それとともに，現代における技術革新の進行

そのものがこうした事態を必要としている。つまり，個々の労働者が与えられた部分作業をそ

れなりにこなすというだけではなくて，個々の作業を生産工程全体の中で位置づけて，全体的

な見通しの下にそれぞれの問題点を捉え，解決してゆく という，そうい う労働者の知的能力の

向上が新しい技術体系の下で要請されてきているのではなし、かと思われます。こうした基盤が

あるがために，労働者自身もこれに積極的に取り組もうとする一面をもっている。しかし現体

制の下では，これが資本による分断支配のテコとして，労働強化のための武器として，あるい

は企業内における生きがし、といったイデオロギー支配のための武器として行われるかぎり，非

常に大きな矛盾を持っているわけであり ますけれども，ともあれこうしたなかで労働者の知的

能力の向上が確実に進んでいるとい うことは言えるのではないかと思います。先ほど，戸畑に

作業長制度が導入された当時，技術スタッフは作業標準書を現場労働者に提供するだけでは済． まないで，技術スタッフが現場作業の直接指導をも しなければならなかったということを述べ

ましたが，現在，おそらく 70年頃からと思われますが，こうした運動を通じて現場の労働者が

自らの手で作業標準書を作りかえてゆくという事態が進んでいます。こうして，矛盾にみちた

状況の中で，生産過程全体に対して見通しを持ち，これを自ら支配しうる能力を持った労働者

が準備されてきているということが言えるのではなし、かと思います。

戦後の高度蓄積が終りを告げ，構造的危機が深化してくるなかで，要員削減と労働強化は一

層織烈になってきていますし，新製鉄所の建設もストップして昇進機会も狭まってきておりま

す。実質賃金の低下も現われています。こうして戦後的な支配機構を支えてきた条件が揺いで

きているというのが現在の状況ではないかと思われます。これで拙い報告を終らせていただき

ます．
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